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発委第４号

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。

令和５年１２月２１日提出

提 出 者

長久手市議会議会運営委員会委員長 山田けんたろう

説 明

この案を提出するのは、議員の期末手当の支給割合の改定に関し、長久手市

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する

ため必要があるからである。

00730
写し
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例

（長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正）

第１条 長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（昭和５４年長久手町条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第２条 長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、１００分の１７５を基準日以前

６か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、１００分の１６５を基準日以前

６か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

３～５ （略） ３～５ （略）

改正後 改正前

（期末手当）

第８条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、１００分の１７０を基準日以前

（期末手当）

第８条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額

に、１００分の１７５を基準日以前
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附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年

４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例の規定は、令和５年１２月１日から適用する。

６か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。

(1)～(4) （略）

３～５ （略）

６か月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。

(1)～(4) （略）

３～５ （略）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年１２月２１日(木)午前１０時開議

第１ 諸般の報告

議案の提出について

第２ 議案第６３号令和５年度長久手市一般会計補正予算（第９号）

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、委員会付託）

第３ 議案第５２号から議案第６３号まで

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第２４ 発委第４号長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例について

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

令和５年第４回長久手市議会定例会議事日程（第６号）



予算決算委員会

議案番号 件　名

議案第６３号 令和５年度長久手市一般会計補正予算（第９号）



月 日付 曜日 日程案①（会期29日間） 日程案②（会期25日間） 月 日付 曜日 日程案①（会期29日間） 日程案②（会期26日間）

22 月 12 月

23 火 13 火

24 水 14 水

25 木 10：00　正副二役打合せ 15 木

26 金
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

10：00　正副二役打合せ 16 金 10：00　正副二役打合せ 10：00　正副二役打合せ

27 土 17 土

28 日 18 日

29 月 19 月
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

30 火 20 火

1 水
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

21 水

2 木 22 木

3 金 23 金

4 土 24 土

5 日 25 日

6 月 26 月 通告受付 通告受付

7 火 10：00　臨時会 10：00　臨時会 27 火 通告締切り 通告締切り

8 水 予備日 予備日 28 水

9 木 29 木 10：00　議会運営委員会 10：00　議会運営委員会

10 金 30 金

11 土 31 土

12 日 1 日

13 月 2 月 10：00　開会日 10：00　開会日

14 火 3 火
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

15 水 10：00　正副二役打合せ 4 水 休会日 休会日

16 木 5 木 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

17 金
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

10：00　正副二役打合せ 6 金 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

18 土 7 土

19 日 8 日

20 月
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

9 月 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

21 火 10 火 休会日 休会日

22 水 11 水 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

23 木 通告受付 12 木 予備日 予備日

24 金 通告締切り 13 金 予備日 9：30　一般質問

25 土 14 土

26 日 15 日

27 月 通告受付 16 月

28 火 10：00　議会運営委員会 通告締切り 17 火 9：30　一般質問 9：30　一般質問

29 水 18 水 9：30　一般質問 9：30　一般質問

30 木 10：00　開会日 10：00　議会運営委員会 19 木 9：30　一般質問 予備日

31 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

20 金 予備日 9：30　予算決算委員会

1 土 21 土

2 日 22 日

3 月 9:30　常任委員会 10：00　開会日 23 月

4 火 9:30　常任委員会
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

24 火 9：30　予算決算委員会 予備日

5 水 9:30　常任委員会 休会日 25 水 予備日 10：00　議会運営委員会

6 木 9:31　常任委員会 9:30　常任委員会 26 木 10：00　議会運営委員会 休会日

7 金 予備日 9:30　常任委員会 27 金 休会日 10：00　閉会日

8 土 28 土

9 日 29 日

10 月 休会日 予備日 30 月 10：00　閉会日

11 火 休会日 休会日

12 水 休会日 休会日

13 木 休会日 休会日

14 金 休会日 休会日

15 土

16 日

17 月 9：30　一般質問 9：30　一般質問

18 火 9：30　一般質問 9：30　一般質問

19 水 9：30　一般質問 9：30　一般質問

20 木 予備日 予備日

21 金 9：30　予算決算委員会 9：30　予算決算委員会

22 土

23 日

24 月 予備日 予備日

25 火 10：00　議会運営委員会 10：00　議会運営委員会

26 水 休会日 休会日

27 木 　10：00　閉会日 　10：00　閉会日

28 金

29 土

30 日

令和６年　臨時会・第２回定例会会期日程（案） 令和６年　第３回定例会会期日程（案）

4月

８月

５月

９月

６月



令和６年　第４回定例会会期日程（案）

月 日付 曜日 日程案①（会期22日間） 日程案②（会期20日間） 月 日付 曜日 日程案①（会期29日間） 日程案②（会期27日間）

11 月 1 土

12 火 10：00　正副二役打合せ 10：00　正副二役打合せ 2 日

13 水
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

3 月 10：00　正副二役打合せ

14 木 4 火
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

15 金 5 水 10：00　正副二役打合せ

16 土 6 木
10：00　議会運営委員会
13：30　議案説明

17 日 7 金

18 月 8 土

19 火 9 日

20 水 通告受付 通告受付 10 月 通告受付

21 木 通告締切り 通告締切り 11 火

22 金 12 水  通告締切り

23 土 13 木 通告受付

24 日 14 金 10：00　議会運営委員会 通告締切り

25 月 10：00　議会運営委員会 10：00　議会運営委員会 15 土

26 火 16 日

27 水 17 月

28 木 10：00　開会日 10：00　開会日 18 火 10：00　開会日 10：00　議会運営委員会

29 金
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

19 水
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

30 土 20 木 休会日 10：00　開会日

1 日 21 金 9:30　常任委員会
10：00　質疑・委員会付託
散会後　予算決算委員会

2 月 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会 22 土

3 火 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会 23 日

4 水 9:30　常任委員会 予備日 24 月

5 木 9:30　常任委員会 9：30　一般質問 25 火 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

6 金 予備日 9：30　一般質問 26 水 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

7 土 27 木 9:30　常任委員会 9:30　常任委員会

8 日 28 金 予備日 9:30　常任委員会

9 月 9：30　一般質問 9：30　一般質問 1 土

10 火 9：30　一般質問 予備日 2 日

11 水 9：30　一般質問 9:30　予算決算委員会 3 月 予備日 予備日

12 木 予備日 予備日 4 火 9：30　一般質問 9：30　一般質問

13 金 9:30　予算決算委員会 10：00　議会運営委員会 5 水 9：30　一般質問 9：30　一般質問

14 土 6 木 9：30　一般質問 9：30　一般質問

15 日 7 金 休会日 休会日

16 月 予備日 休会日 8 土

17 火 10：00　議会運営委員会 10：00　閉会日 9 日

18 水 休会日 10 月 予備日 予備日

19 木  10：00　閉会日 11 火 休会日 休会日

20 金 12 水 9:30　予算決算委員会 9:30　予算決算委員会

21 土 13 木 予備日 予備日

22 日 14 金 10：00　議会運営委員会 10：00　議会運営委員会

15 土

16 日

17 月 休会日 休会日

18 火  10：00　閉会日  10：00　閉会日

19 水

20 木

21 金

令和７年　第１回定例会会期日程（案）

11月

２月

12月

3月


